
号

外

二�
平

成
二
十
七
年

三

月
二
十
七
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

防

災

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の

防
止
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
区
域
(

防

災

課)

二

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の

防
止
に
関
す
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す

る
法
人
そ
の
他
の
団
体

(
同

)

二

規

則

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
六
年

岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中｢

北
ア
ル
プ
ス
地
区｣

の
下
に｢

及
び
活
火
山
地
区｣

を
加
え
る
。

第
一
条
中｢

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例｣

を｢

岐
阜
県

北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中｢

第
二
条
第
二
項
第
四
号｣

を｢

第
二
条
第
四
項
第
四
号｣

に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を

第
八
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

森
林
の
保
続
培
養
又
は
森
林
生
産
力
の
増
進
の
た
め
に
行
う
伐
採
、
造
林
、
保
育
等
の
業
務

七

生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
目
的
で
行
う
狩
猟
の
業
務

第
三
条
中
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

県
立
自
然
公
園
の
管
理
業
務

第
三
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

巡
視
、
啓
発
活
動
そ
の
他
山
岳
遭
難
の
防
止
を
目
的
と
し
て
行
う
業
務

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

( ) 平成27年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日



備
品
(所
持
品
を
○
で
囲
む
こ
と
｡)

・
そ
の
他

・
雨
具

(
有
・
無
)

・
ザ
ッ
ク

(
有
・
無
)

・
防
寒
着

(
有
・
無
)

・
ツ
エ
ル
ト

(
有
・
無
)

装
備
品
の
有
無
等

・
そ
の
他

・
ヘ
ル
メ
ッ
ト

(
有
・
無
)

(
色

)

・
雨
具

(
有
・
無
)

(
色

)

・
ザ
ッ
ク

(
有
・
無
)

(
色

)

・
防
寒
着

(
有
・
無
)

(
色

)

・
ツ
エ
ル
ト

(
有
・
無
)

(
色

)

装

九

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
者
が
使
用
す
る
道
の
管
理
業
務

第
四
条
中｢

第
二
条
第
三
項｣

を｢

第
二
条
第
五
項｣

に
、｢

者｣

を｢

団
体｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

者｣

を

｢

法
人
そ
の
他
の
団
体｣

に
改
め
、｢

北
ア
ル
プ
ス
地
区｣

の
下
に

｢

又
は
活
火
山
地
区｣

を
加
え
る
。

別
記
様
式
中｢岐

阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
｣

を｢岐
阜

｢
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
｣

に
、

｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢を

｣
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式

は
、
同
日
以
後
に
提
出
さ
れ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用

紙
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山

岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
八
十
二
号)

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火

山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

第

二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次｣

は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
危
機
管
理
部
防
災
課
及
び
岐
阜
県
飛�
振
興
局
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
八
十
二
号)

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火

山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
次
の
と
お

り
指
定
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
事
務

の
一
部
を
委
託
す
る
者
の
指
定(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
六
百
六
号)

は
、
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
神
坂
七
一
〇
番
地
九

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

( ) 平成27年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


